
南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金交付要綱 

平成２８年３月２２日 

告示第３８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに、市内

産業の活性化及び雇用の創出を図るため、市民が市内の施工業者により住宅のリ

フォーム工事等を行った経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、南アルプス市補助金等交付規則（平成１５年南ア

ルプス市規則第４３号）に規定するもののほか、必要な事項について定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 住宅 市内にある居住の用に供する建築物をいう。 

（２） 個人住宅 自らが所有する家屋又は家屋の一部分で、自らが居住の用に

供するものをいう。 

（３） 併用住宅 個人住宅部分と事務所、店舗及び賃貸住宅等（以下「非個人

住宅」）の部分が一体となったものをいう。 

（４） 空家住宅 居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅を

いう。 

（５） 施工業者 市内に住所を有し、南アルプス市競争入札参加資格又は南ア

ルプス市小規模工事等契約を希望登録した法人又は個人及び南アルプス市商工

会加盟店で、別表第１に掲げる対象工事を施工する者をいう。 

（６） リフォーム 住宅の機能の維持及び向上のために行う修繕、模様替え又

は設備改善等に係る別表第１に掲げる対象工事で、工事金額（併用住宅につい

ては、個人住宅部分と非個人住宅部分の床面積の比率で工事金額を按分した場

合における個人住宅部分の工事金額をいう。）が５０万円以上（消費税及び地

方消費税相当額を除く。）のものをいう。 

（７） 建替 昭和５６年５月３１日以前に着工し建築された住宅のうち、耐震

診断の診断結果が１．０未満と判定されたものの建替（併用住宅については、

床面積の半分以上が個人住宅として使用されること。）であって、県産材を使

用するものをいう。 

（補助の内容） 

第３条 市長は、次条に規定する対象者が施工業者に発注しリフォーム、建替又は

解体（以下「リフォーム等」という。）を行ったときは、当該リフォーム等に要



する費用の一部を補助するため、補助金を交付するものとする。 

２ 前項に規定する補助金の交付は、同一住宅１棟につき１回とする。 

（対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

（１） 現に居住する住宅又は空家住宅を所有していること。 

（２） リフォーム等を行う住宅の所有者とその同居親族が別表第２に掲げる市

税等を滞納していないこと。 

（補助の金額） 

第５条 補助金の額は、一律１０万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、リフォ

ーム等の着手前に南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 住宅を所有していることを証する書類 

（２） 第４条第２号に規定する者に係る市税の滞納がないことを証する書類 

（３） 工事の内容が確認できる見積書の写し（施工業者の印のあるもの） 

（４） 施工前の状況がわかる写真 

（５） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条又は第６条の２の規定

にする確認済証の写し（同法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確

認が必要なリフォーム等に限る。） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を

審査し、必要に応じてリフォーム等の現地検査を実施した上で、適当と認めたと

きは、速やかに補助金の交付を決定し、南アルプス市住宅リフォーム等総合支援

事業費補助金決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助金を受ける権利を第３者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（計画の変更又は中止） 

第９条 交付決定者は、当該決定を受けた後において、事業計画を変更し、又は中

止しようとするときは、速やかに南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費

変更・中止承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて、市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 



２ 市長は、前項の規定による事業計画の変更又は中止の承認の申請があったとき

は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、南アルプス市住宅リフォーム等総

合支援事業費変更・中止承認通知書（様式第４号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

３ 前項に規定する市長の承諾を受けずに工事着手後にリフォーム等の内容を変更

し、補助対象額が増加した場合における当該増加分の経費は、補助対象外とする。 

（実績報告及び請求） 

第１０条 交付決定者は、リフォーム等が完了した日から３０日又は補助金の交付

決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、南アルプス市

住宅リフォーム等総合支援事業費補助金交付実績報告書（様式第５号）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） リフォーム等に係る契約書の写し 

（２） リフォーム等に係る費用の支払を証する書類（領収書等） 

（３） リフォーム等を行った部分の施工後の写真 

（４） 建築基準法第７条又は第７条の２に規定する検査済証の写し（同法の規

定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要なリフォーム等に限る。） 

（５） 南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金請求書（様式第６

号）（補助金の受領について、交付決定者が工事の契約を締結した施工業者に

委任する場合（次条において「受領委任払」という。）は、南アルプス市住宅

リフォーム等総合支援事業費補助金受領委任払請求書（様式第７号）） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（審査及び支払） 

第１１条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、必要に応じてリ

フォーム等の現地検査を実施し、及びリフォーム等に要した経費等を確認し、適

当と認めたときは、速やかに交付決定者に補助金を支払うものとする。この場合

において、受領委任払により工事の契約を締結した施工業者に補助金の交付があ

ったときは、交付決定者に補助金の交付があったものとみなす。 

（補助金等の返還） 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号いずれかに該当することが判明したとき

は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の

全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１） 第４条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

（２） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（その他） 



第１３条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表第１（第２条関係） 

番号 対象工事等（リフォーム等の内容） 備考 

１ 既存住宅の増築、改築及び減築工事 建築確認が必要なものは、建

築確認済証及び検査済証の

写しを必要とする。 

２ 浴室、キッチン、洗面室及びトイレのリフォー

ム 

・増築、改築、減築工事及び

その他のリフォームによ

る撤去、移設、取替え又は

新設 

・家庭用電気機械器具等の購

入のみ（エアコンの設置の

み等）は、補助対象経費と

しない。 

・他の補助制度との併用申請

は対象外とする。 

３ 給排水衛生設備工事 

４ 換気設備工事 

５ 電気設備工事（太陽光パネルの設置を含む。） 

６ ガス設備工事 

７ オール電化住宅工事  

８ 屋根の葺き替え、塗装及び防水工事 軒天井、破風板及び鼻隠しに

ついても対象とする。 

９ 外壁の張り替えや塗装工事  

１０ 部屋の間仕切りの変更工事  

１１ 床、壁、窓、天井及び屋根の断熱改修工事  

１２ 床材、内壁材及び天井材の張り替えや塗装等の

内装工事 

床はフローリング、カーペッ

ト等。内暖房（ガス及び電気

式）工事も対象とする。内装

工事と併せて行う室内カー

テン・ブラインドの取替え及

び新設は対象とする。 

１３ 襖紙及び障子紙の張り替え並びに畳の取替え  



（表替え及び裏返しを含む。） 

１４ 雨どい等の取替え及び修理  

１５ 建具及び開口部の取替えや新設工事 シャッター（電動のものを含

む。）についても対象とする。 

窓ガラス、網戸、防犯フィル

ム等の単体の取替えは、対象

外とする。 

１６ 造り付け収納家具（造作大工工事が伴うもの） 家具の購入のみの場合は、補

助対象外とする。 

１７ 他の対象工事と併せて行うLED照明に関する節

電工事 

 

１８ バリアフリー改修（手すりの設置、段差解消、

廊下幅の拡張） 

介護福祉課等で実施する他

の補助制度との併用申請は

対象外とする。 

１９ 昭和５６年５年３１日以前に着工し建築した住

宅であって耐震診断結果１．０未満のものの建

て替え 

建築確認が必要なものは、建

築確認済証及び検査済証の

写しを必要とする。 

２０ 空家住宅の解体 個人住宅、併用住宅ともに対

象とする。木造、非木造とも

に対象とする。 

２１ 耐震改修工事 他の補助制度との併用申請

は対象外とする。 

別表第２（第４条関係） 

No 市税名等 担当課 

１ 固定資産税 

住民税 

軽自動車税 

国民健康保険税 

税務課 

税務課 

税務課 

国保年金課 

２ 上下水道料 上下水道局総務課 

下水道受益者負担金 上下水道局給排水課 

介護保険料 介護福祉課 

保育料 子育て支援課 

給食費 市立学校給食センター 

 


